
・教職員対象の人権教育についても重視してほしい。
・重要な事業であり、あらゆる機会をとらえて事業展開を図るべきである。

)

狭山市人権教育推進協議会と連携をとりながら、人権教育研修会、人権教育実践研究会、企業人権教育
研修会等の各種研修会を実施するほか、小中学校ＰＴＡに人権教育学級の開設を委託している。
また、富士見集会所においては、小・中学生を対象としたふれあい教室や人権セミナー等の事業を実施して
いる。

継続

（前年度方向性評価）

103.5%98.6%

評価理由

様々な人権問題が依然として残っており、一方では新たな人権問題も発生
してきている。人権問題に対する理解を深め、人権尊重意識の高揚を図る
ためには、人権教育を継続的に推進していく必要がある。

５

　 　

経
費

人件費

個
別
評
価

必
要
性

評価

有
効
性

人権に対する理解と人権尊重意識の高揚が図れるよう、適切な研修機会の提供に努
める

５
前年度

・資料作成にあたっては、再生紙を使用し、必要最小限の部数とする。
・研修会への参加にあたっては、公共の交通機関の利用や車の乗り合わせを呼びかける。 ４

学校教育関係者、社会教育関係者、企業人権教育関係者、市民一般

学校教育、社会教育の両分野において、人権教育を推進し、人権問題に関する理解を深め、人権尊重意識
の高揚を図る。

206 214

５　事務事業の評価

評価の視点

18

31

富士見集会所主
催事業数（講座
数）

指標名

(

（
成
果
指
標

）

成
果

実績値

目標値
人

実績値

達成率

同和問題、女性、子ども、高齢者、障害者等に関わる様々な人権問題が存在しているほか、インターネット
を通じての人権問題も発生している。

31 31

１９年度区分 単位

学校教育・社会教
育企業関係者対
象の研修会等の
実施回数

２　事務事業の目的・内容

研修会等１回当たりの経費

項目

５

目的

対象

活動内容

（下段）前年度
の方向性に対
する改善活動

 

事業開始
の背景等

人権教育の推進

３　事務事業の実施状況と成果

目標値

達成率

講座

目標値

実績値

実績値

区分

(

活
動
指
標

）

実
施
状
況

環境配慮

実施形態

285

従事職員数

人件費（従事職員数×平均給与）

千円

指標名

単位コスト

効率性
指標

その他特定財源

一般財源

千円

回

千円

研修会等の開催回数

人

事務事業
の名称

実施期間

総合振興
計画に
おける

位置づけ

事業区分

実施根拠

単位

1,431 1,316

千円

１８年度 １９年度

千円

1,323 1,225

※
１単位当た
りの経費

1,223 1,125

50 48

12,648 9,054 8,991

49

13,971 10,279 10,263

２０年度 ２１年度

100

1,3461,346

1.01 0.981.41

千円 1,272

１　事務事業の基本事項

平成２１年度教育委員会事務点検評価（平成２０年度実施事務事業）評価表

人を育み文化を創造するまちをめざして

４　事業費

予算額

区　　　　　　　　分

事業費計（直接費決算額＋人件費）

財源
内訳

千円

国県支出金

1,256

18

14

126.7%

19

1,320

２０年度

直近３年間の平均講座
数

1,337

1,272

100

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

実施計画
(H20～22)

事業名

２目

５章

狭山市同和教育基本方針
人権尊重意識の高揚

直
接
費

決算額

３節

04-2953-1111　内線5671 ・ 04-2959-6230

人権教育推進事業

～

人権尊重と平和意識の高揚

人権教育推進事業

個別計画等
の名称

富士見集会所主
催講座への延べ
参加者数

学校教育・社会教
育企業関係者対
象の研修会等へ
の延べ参加者数

99.4%達成率

2,283

2,1602,269

128.6%達成率

直近３年間の平均参加
者数

６　その他　（学識経験者の意見等）

2,030

94.5%

2,153

111.1%

直近３年間の平均参加
者数

89.0%

2,2812,286目標値
人

１８年度

1,265

1,406

3232
回

1,366

32

1,238

96.9%

17

96.9%

15

96.9%

100.0%

17

整理番号 31

目標値の根拠・考え方

実績値を基に設定

教育委員会　生涯学習部　社会教育課 ・ 富士見集会所担当部課

１項

電話番号

今後の
方向性

依然として様々な人権問題が残され、一方では新たな問題も発生してきている。人権問題は人間の意識に関
わる問題であり、その解決に向けては、研修等を継続的に実施し、人権に対する理解と人権尊重意識の高揚
に向け、一層の取組みを進める。

・活動目標の達成度
・成果の向上
・上位施策への貢献度
・市民サービスの向上
など

・目的の妥当性
・市民ニーズへの対応
・市が関与する必要性
・市が負担する必要性
など

４

４

前年度

効
率
性

人権教育に関する研修会を計画的に開催し、多くの参加者を得ることがで
きたが、人権問題に対する正しい理解をし、人権意識を育て、それを態度
に現せるようになるためには、計画的・継続的な取り組みが有効である。

２１年度

32

千円

人権教育推進協議会と連携して、研修会等を開催することができたが、研
修の成果を効果的に生かしていく必要がある。

＜５段階評価＞　　　５：極めて高い　４：高い　３：普通　２：低い　１：かなり低い

・手段の最適性
・コスト効率の向上
・受益者負担の適正化
・執行体制の効率化
など

前年度

自治事務 法定受託事務 法定受託事務＋自治事務

直営 全部委託 一部委託 補助・負担 その他

継続 内容の見直し 抜本的見直し 廃止 休止 完了

指定管理


